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第２章 県における水防組織 

 

第１節  水防体制と出動 
 

県は山形地方気象台より気象情報（警報及び注意報を含む）をうけたときは、その情報を判断し、次の

分類により水防体制をとる。 

 

1 水防本部の体制 

(1) 準備体制 

   レベル２氾濫、高潮注意報もしくは津波注意報をうけたときは、水防要員（１班）を以て連絡活動

及び招集活動ができる体制とする。 

 (2)  注意体制 

   レベル２大雨、氾濫、高潮注意報もしくは津波注意報をうけ、さらに警報に切り替わると予想され

る場合、又は氾濫が起こる恐れがある場合〔水防団待機水位（通報水位）を越え、氾濫注意水位（法

第 12 条第２項に規定される警戒水位）に達するおそれがある場合〕は、情報収集等の水防活動がで

きる体制とする。 

(3) 警戒体制・特別警戒体制 

   レベル３大雨、氾濫、高潮警報をうけたとき、または前述のレベル４が発表されたときは、水防要

員（１～２班）を以てこれに当り、そのまま水防活動ができる体制とする。必要により自動車を待機

させる。 

(4) 非常体制 

   レベル５大雨、氾濫、高潮特別警報もしくは津波警報、大津波警報、その他氾濫による重大な災害

発生が生ずる恐れがある場合は、水防計画に定めてある水防要員全員を以て非常活動ができる体制と

し、解除まで継続勤務するものとする。もし、事態が長びく時は水防長は適宜交代させるものとする。 

２ 水防支部の体制 

支部長は、情報判断を適正に行い、支部の水防計画に従い水防本部に準ずる水防体制を保持しなけれ

ばならない。 

３ 水防管理団体の体制 

(1) 水防管理者は、情報判断を適正に行い、水防本部に準ずる水防体制を保持しなければならない。 

(2) 指定管理団体の水防管理者は、県の水防計画に応じた水防計画を定め、万全の体制を保持しなけれ

ばならない。 

４ 出動準備 

   水防管理者は、次の場合には、管下水防団又は消防機関に対し、出動準備をさせること。 

(1) 水防警報が発せられたとき。 

(2) 河川の水位が水防団待機水位（通報水位）に達し、なお上昇のおそれがあり、且つ出動の必要を予

測するとき。 

(3) その他気象状況により、洪水、津波、高潮等の危険が予知されるとき。 

５ 出 動 

 水防管理者は、次の場合は、直ちに管下水防団又は消防機関に対し、予め定められた計画に従い出 

 動させ、警戒準備につかなければならない。 

(1) 水防警報が発せられたとき。 

(2) 河川の水位が氾濫注意水位（法第 12条第２項に規定される警戒水位）に達し、なお上昇のおそれが

あり、危険を予知したとき。 
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(3) 潮位が上昇し、気象状況等により危険を認めるとき。 

(4) 地震による堤防の漏水、沈下等の危険を認めるとき。 

 

第２節 山形県の水防組織と任務 

 

１ 水防活動の組織 

  県の水防組織は、次のように構成する。 

 

 

 

 

「注」 

［ ］内は事務局とする。 

（参考）水防協力団体制度（ 第１２章 水防協力団体制度） 

水  防  支  部 

各 総 合 支 庁 

建   設   部 

水  防  本  部 

［ 県土整備部河川課 ］ 

水 防 管 理 団 体 

（ 市 町 村 役 場 ） 

水防団（消防機関） 

水 防 協 力 団 体 
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